
公益
公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団

世田谷区立玉川中学校施設開放事務所

利 用 案 内

●使用時間は、準備と後片付けを済ませ退館するまでの時間を含みます。
●営利を目的とする利用はできません。物品販売や契約等も禁止です。
●ホール利用時間中の全施設は、団体使用責任者の下に管理して頂きます。
●施設内（学校敷地内）は全て「飲食禁止」、「禁煙」です。出演者、来場者に

周知をお願いします。
●太鼓等の演奏（音量大）は、近隣のご迷惑となりますのでご遠慮ください。
●ホール以外での楽器の演奏、練習はご遠慮ください。
●備品等の損傷があった場合、修理費をお支払い頂く場合がございます。
●駐車場はありませんので、車での来場はできません。機材搬入で車を使用

する場合は、事前に開放事務所の許可が必要です。
●危険物及びペットの持ち込みはできません。
●退館後、学校周辺での話し合いや打合せ等は、近隣住民の迷惑になります
のでご遠慮ください。
●利用承認の後であっても、選挙や区事業等で利用できなくなることがありま
す。
●利用の条件・目的に違反した場合や、係員の指示に従わない場合は利用を
お断りします。
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中町ふれあいホール

玉川中学校
内 ホール



　　24畳の和室( 要予約・4時間330円) も ご利用頂けます。

※　　単位の「1回」は、午前・午後・夜間のそれぞれの時間区分です。

     　午前・午後・夜間(全日使用)ですと、計3回という計算です。

例）　サスペンションライトを「3回路・3回」使用した場合、
　　　 190円×3回路×3回＝1,710円の照明使用料がかかります。

※　　スクリーン、映像設備全般、音響設備全般、マイク、 演台、
  　　 スタンド、譜面台等は全て無料です。

開放時間と使用料 利用条件

○　5名以上の団体で、メンバーの半数以上が区内に住所を有すること。

     ※ 空きがある場合は、この限りではありません。

予  約

13：00～16：30 17：30～22：00 9：00～22：00

平　日 5,070円

○　客席数198席(固定席)　　○　ステージ(約11ｍ×4.8ｍ)

○　スクリーン(約7ｍ×2.6ｍ)　　○　控え室　※人数や荷物が多い場合、

○　使用日の6ヶ月前の1日から、仮予約を受け付けます。(電話可)

○　使用日の2ヶ月前の1日から、本予約の申込書を受け付けます。

附帯設備と使用料
施設概要

照
　
　
明

○　電気設備点検　　　　　　毎年1月頃を予定

フットライト １回路　１回

○　保守点検・定期清掃　　 不定期

休業日

○　年末・年始　　　　　　　　12月29日～1月3日

ロアホリゾンライト １回路　１回 190円

サスペンションライト

ボーダーライト １回路　１回 190円

使用例

☆音楽発表会　　☆演劇発表会　　☆講習、講演会　　☆映画会　

☆ビデオ、DVD上映会　　☆楽器、歌の練習  等

◎下見・見学は随時受け付けております。お気軽にお問い合わせ下さい。

午  　前 午 　 後 夜 　 間 全  　日

9：00～12：00

8,460円 11,840円 20,300円

土・日・祝日 6,760円 10,150円 15,230円 25,380円

120円

アッパーホリゾンライト １回路　１回 190円

１回路　１回 190円

ピアノ (YAMAHA C-6) １台　1時間 1,280円

シーリングライト １回路　１回 190円

ピンスポットライト １台   　１回 960円


